
第４編 治山防潮工等

第１章 築堤・護岸

第１節 適 用
１－１－１ 適用工種

本章は、海岸防災林及びその周辺で行われる工事における矢板護岸工その他これに

類する工事について適用する。

１－１－２ 適用規定

１．土工は、第１編第２章土工の規定による。

２．構造物撤去工、仮設工は、第３編第２章 第９節 構造物撤去工、第10節 仮設工の

規定による。

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林

土木工事共通編による。

１－１－３ 水位、潮位の観測

受注者は、海岸防災林及びその周辺で行われる工事においては、水位、潮位の観測

を必要に応じて実施しなければならない。

第２節 適用すべき諸基準

１－２－１ 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考

資料による。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

なお、基準等と設計図書に相違がある場合または、疑義がある場合は監督職員と協

議しなければならない。

（１）基準

林野庁 治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)

（２）参考資料

国土交通省 仮締切堤設置基準（案） （平成 26 年 12 月一部改正）

水産庁 「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成 27 年 ７ 月 17 日）

第３節 矢板護岸工
１－３－１ 一般事項

本節は、矢板護岸工として作業土工（床掘り、埋戻し）、笠コンクリート工、矢板工

その他これらに類する工種について定める。

１－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によ

る。

１－３－３ 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第３編 2-3-18 笠コンクリート工の規定による。

１－３－４ 矢板工

矢板工の施工については、第３編 2-3-4 矢板工の規定による。
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第２章 堤防・護岸

第１節 適 用
２－１－１適用工種

本章は、海岸防災林造成工事における土工、地盤改良工、護岸基礎工、護岸工、擁

壁工、天端被覆工、波返工、裏法被覆工、カルバート工、排水構造物工、付属物設置

工、構造物撤去工、付帯道路工、付帯道路施設工、仮設工その他これらに類する工種

について適用する。

２－１－２ 適用規定

１．土工は第１編第２章土工の規定による。

２．構造物撤去工、仮設工は、第３編第４章第９節構造物撤去工、第10節仮設工の規

定による。

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林

土木工事共通編による。

２－２－３ 潮位観測

受注者は、潮位の影響を受ける工事を実施する期間中、1日1回は潮位観測を行い記

録しておかなければならない。

２－１－４ 異常気象対策

受注者は、台風等の異常気象に備えて施工前に、避難場所の確保及び退避設備の対

策を講じなければならない。

２－１－５ その他

受注者は、設計図書に指定のない限り、堤防・護岸工の仮締切等において海岸・港

湾管理施設、許可工作物等に対する局部的な波浪、洗掘等を避けるような施工をしな

ければならない。

第２節 適用すべき諸基準
２－２－１ 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、以下の基準及び参考

資料によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なければ

ならない。

なお、基準等と設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書の規定に従うも

のとし、疑義がある場合は監督職員と協議しなければならない。

（１）基準

林野庁 治山技術基準 防災林造成編 （平成 27 年 4 月)

（２）参考資料

土木学会 海洋コンクリート構造物設計施工指針（案） （昭和51年12月）

土木学会 水中不分離性コンクリート設計施工指針（案） （平成3年5月）

農林水産省、国土交通省 海岸保全施設の技術上の基準について （平成16年3月）

水産庁 「漁港・漁場の施設の設計参考図書」 （平成27年７月17日）

第３節 地盤改良工
２－３－１ 一般事項

本節は、地盤改良工として、表層安定処理工、パイルネット工、バーチカルドレー

ン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種について定める。

２－３－２ 表層安定処理工

表層安定処理工の施工については、第３編2-7-4表層安定処理工の規定による。

２－３－３ パイルネット工

パイルネット工の施工については、第３編 2-7-5 パイルネット工の規定による。
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２－３－４ バーチカルドレーン工

バーチカルドレーン工の施工については、第３編 2-7-7 バーチカルドレーン工の

規定による。

２－３－５ 締固め改良工

締固め改良工の施工については、第３編 2-7-8 締固め改良工の規定による。

２－３－６ 固結工

固結工の施工については、第３編 2-7-9 固結工の規定による。

第４節 護岸基礎工
２－４－１ 一般事項

１．一般事項

本節は、護岸基礎工として作業土工（床掘り、埋戻し）、捨石工、場所打コンクリ

ート工、海岸コンクリートブロック工、笠コンクリート工、基礎工、矢板工その他

これらに類する工種について定める。

２．コンクリート施工

受注者は、護岸基礎のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを

行ってはならない。

３．目地の施工位置

受注者は、護岸基礎の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならな

い。

４．基礎の定着

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、基礎地盤上に確実に定着させなければ

ならない。

５．水密性の確保

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、上部構造物との継目から背面土砂の流

出を防止するため、水密性を確保するよう施工しなければならない。また、施工に

際して遮水シート等を使用する場合は設計図書によらなければならない。

６．裏込め材の注入

受注者は、護岸基礎の施工にあたっては、裏込め材は締固め機械を用いて施工し

なければならない。

２－４－２ 材 料

１．一般事項

護岸基礎に使用する捨石の寸法及び質量ならびに比重は、設計図書によるものと

する。

２．材料の品質

護岸基礎に使用する石は、JIS A 5006（割ぐり石）に適合したものまたは、これ

と同等以上の品質を有するものとし、使用にあたっては、監督職員の承諾を得るも

のとする。

３．捨石

護岸基礎に使用する捨石は扁平細長ではなく、堅硬、緻密、耐久的で風化または

凍壊のおそれのないものとする。

２－４－３ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によ

る。

２－４－４ 捨石工

捨石工の施工については、第３編 2-3-17 捨石工の規定による。

２－４－５ 場所打コンクリート工

１．一般事項
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受注者は、場所打コンクリートの施工にあたっては、第1編第3章無筋・鉄筋コン

クリートの規定によらなければならない。

２．コンクリート基礎の施工

受注者は、場所打コンクリート基礎の施工にあたっては、基礎地盤の締固めを行

い平滑に整形しなければならない。

３．潮待作業

受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書によらなければならない。

なお、これにより難い場合には設計図書に関して監督職員と協議しなければなら

ない。

４．水中コンクリートの施工

受注者は、やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監

督職員の承諾を得なければならない。

５．コンクリートの打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き

打継目を設けてはならない。

６．養生

コンクリート打設後の施工については、第１編 3-6-9 養生の規定による。なお、

養生用水に海水を使用してはならない。

７．目地

受注者は、場所打コンクリート基礎の目地は、上部構造物の目地と一致するよう

に施工しなければならない。

８．継手部の施工

受注者は、場所打コンクリート基礎と上部構造物との継手部の施工は鍵型としなけれ

ばならない。

２－４－６ 海岸コンクリートブロック工

１．型枠の使用

受注者は、製作にあたっては、型枠が損傷・変形しているものを使用してはなら

ない。

２．はく離材

受注者は、製作にあたっては、はく離材はムラなく塗布し、型枠組立て時には余

分なはく離材が型枠内部に残存しないようにしなければならない。

３．型枠の組立

受注者は、型枠の組立てにあたっては、締付け金具をもって堅固に組立てなけれ

ばならない。

４．コンクリートの打込み

受注者は、コンクリートの打込みにあたっては、打継目を設けてはならない。

５．脱型

受注者は、製作中のコンクリートブロックの脱型は、型枠自重及び製作中に加え

る荷重に耐えられる強度に達するまで行ってはならない。

６．養生

受注者は、コンクリート打設後の施工については、第１編3-6-9 養生の規定によ

らなければならない。

なお、養生用水に海水を使用してはならない。

７．脱型後の取扱い

受注者は、コンクリートブロック脱型後の横置き、仮置きは強度がでてから行う

ものとし、吊り上げの際、急激な衝撃や力がかからないよう取扱わなければならな

い。

８．製作番号の表示

受注者は、コンクリートブロック製作完了後、製作番号を表示しなければならな

い。
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９．仮置き場所

受注者は、仮置き場所の不陸を均さなければならない。

10．コンクリートブロックの運搬

受注者は、コンクリートブロックの運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与え

ないように施工しなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分

は保護しなければならない。

11．コンクリートブロックの据付け

受注者は、コンクリートブロックの据付けにあたっては、コンクリートブロック

相互の接合部において段差が生じないように施工しなければならない。

12．間詰石の挿入禁止

受注者は、据付けにあたって、ブロック層における自然空隙に、間詰石の挿入を

してはならない。

13．噛み合せ石等の禁止

受注者は、据付けにあたって、基礎面とブロックの間または、ブロックとブロッ

クの間に噛み合せ石等をしてはならない。

14．貝、海草等異物の取除き

受注者は、コンクリートブロックを海中に一旦仮置きし据付ける場合は、ブロッ

クの接合面に付着している貝、海草等の異物を取り除き施工しなければならない。

２－４－７ 笠コンクリート工

笠コンクリートの施工については、第３編 2-3-18 笠コンクリート工の規定に

よる。

２－４－８ 基礎工

１．一般事項

基礎の施工については、第３編 2-4-3 基礎工（護岸）の規定による。

２．プレキャスト基礎の運搬

受注者は、プレキャスト基礎の運搬にあたっては、部材に損傷や衝撃を与えない

ようにしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護し

なければならない。

２－４－９ 矢板工

矢板工の施工については、第３編 2-3-4 矢板工の規定による。

第５節 護岸工
２－５－１ 一般事項

１．一般事項

本節は、護岸工として石積（張）工、海岸コンクリートブロック工、コンクリート被覆工その

他これらに類する工種について定める。

２．目地の施工位置

受注者は、護岸の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならない。

３．護岸のコンクリート施工

受注者は、護岸のコンクリート施工にあたっては、原則として水中打込みを行ってはなら

ない。やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、第１編 第３章 第 12 節水中コンク

リート工の規定による。

４．コンクリート打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き、継目を

設けてはならない。

５．表法被覆の基層（裏込め）の施工

受注者は、表法被覆の基層（裏込め）の施工にあたっては、沈下や吸出しによる空

洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。

６．吸出防止材の敷設

受注者は、護岸と基層（裏込め）との間に吸出防止材を敷設するにあたっては、設

計図書によらなければならない。また、敷設に先立ち、敷設面の異常の有無を確認し
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なければならない。

２－５－２ 材 料

１．吸出し防止材

吸出し防止材として使用する材料は、以下に掲げるものとする。

（1）アスファルトマット

（2）合成繊維マット

（3）合成樹脂系マット

（4）帆 布

２．一般事項

アスファルトマットの形状寸法、構造、強度、補強材の種類及びアスファルト合

材の配合は設計図書によるものとする。

３．アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープ

アスファルトマット吊上げ用ワイヤーロープは、径 6～12 mmで脱油処理されたも

のとし、滑止め金具を取付けるものとする。

４．設計図書の監督職員の承諾（１）

受注者は、アスファルトマット製作に先立ち、アスファルト合材の配合報告書及

び図面を作成し、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。

５．設計図書の監督職員の承諾（２）

合成繊維マット及び帆布は、耐腐食性に富むものを使用する。また、マットの厚

さ、伸び、引裂、引張強度及び縫製部の引張強度は設計図書によるものとし、マッ

トの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監督職員の承諾を得なけ

ればならない。

６．設計図書の監督職員の承諾（３）

合成樹脂系マットの厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造については、設計図書

によるものとし、マットの形状寸法については、製作に先立ち設計図書に関して監

督職員の承諾を得なければならない。

７．目地処理

受注者はアスファルトマット、合成繊維マットの目地処理は重ね合わせとし、重

ね合わせ幅は 50 cm以上としなければならない。

８．止水板の種類及び規格

護岸の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。

２－５－３ 石積（張 ） 工

石積（張）工の施工については、第３編 2-5-5 石積（張）工の規定による。

２－５－４ 海岸コンクリートブロック工

海岸コンクリートブロック工の施工については、第４編 2-4-6 海岸コンクリートブ

ロック工の規定による。

２－５－５ コンクリート被覆工

１．止水板の施工

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置し

なければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。

２．ダウエルバーの施工

受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわ

ないよう施工しなければならない。

３．コンクリート被覆の施工

受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場

所に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を

設ける場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

４．コンクリート被覆の打継目

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になる

ように施工しなければならない。
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５．階段式のコンクリート被覆

受注者は、コンクリート被覆が階段式の場合、階段のけあげ部に吊り型枠を用い

て、天端までコンクリートを打設しなければならない。

６．裏込石の施工

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐり石またはクラッシャーラン

を敷均し、締固めを行わなければならない。

第６節 擁壁工
２－６－１ 一般事項

本節は、擁壁工として作業土工（床掘り、埋戻し）、場所打擁壁工その他これらに類す

る工種について定める。

２－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

２－６－３ 場所打擁壁工

１．一般事項

場所打擁壁工の施工については、第１編 第３章 無筋・鉄筋コンクリートの規定

による。

２．堤体が扶壁式の場合の施工

受注者は、堤体が扶壁式の場合、扶壁と表法被覆工は一体としてコンクリートを

打込み、打継目を設けてはならない。

３．現場打擁壁の打継目及び目地の施工

現場打擁壁に打継目及び目地を施工する場合については、第４編 2-5-5 コンクリ

ート被覆工の規定による。

４．裏込石の施工

受注者は、裏込石の施工にあたっては、砕石、割ぐりまたはクラッシャーランを

敷均し、締固めを行わなければならない。

第７節 天端被覆工
２－７－１ 一般事項

１．一般事項

本節は、天端被覆工としてコンクリート被覆工その他これらに類する工種につい

て定める。

２．基礎材（路盤）及び天端被覆の施工

受注者は、基礎材（路盤）及び天端被覆の施工にあたっては、路床面及び基礎材

面（路盤面）に異常を発見した場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなけれ

ばならない。

２－７－２ コンクリート被覆工

１．車道として供用する場合

コンクリート被覆を車道として供用する場合については、第３編 2-6-8 コンクリ

ート舗装工の規定による。

２．目地の間隔

受注者は、コンクリート被覆の目地の間隔は、3～5 mに1ヶ所とし、1 つおきに表

法被覆の目地と一致させなければならない。

第８節 波返工
２－８－１ 一般事項

本節は、波返工として波返工、その他これらに類する工種について定める。

２－８－１ 材 料

波返工の施工に使用する止水板の種類及び規格は、設計図書によるものとする。
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２－８－２ 波返工

１．波返の施工

受注者は、波返と護岸が一体となるように施工しなければならない。また、波返

と堤体（表法被覆）との接続部分は滑らかな曲線となるように施工しなければなら

ない。

２．止水板の施工

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置し

なければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。

３．ダウエルバーの施工

受注者は、ダウエルバーを施工するにあたっては、ダウエルバーの機能を損なわ

ないよう施工しなければならない。

４．コンクリート被覆の施工

受注者は、コンクリート被覆の施工にあたっては、設計図書に示す位置以外の場

所に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目を

設ける場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

５．打継目

受注者は、波返と護岸との打継目は法面に対して直角になるように施工しなけれ

ばならない。

第９節 裏法被覆工
２－９－１ 一般事項

１．一般事項

本節は、裏法被覆工として石積（張）工、コンクリートブロック工、コンクリー

ト被覆工、法枠工その他これらに類する工種について定める。

２．目地の施工位置

受注者は、裏法被覆の目地の施工位置は設計図書に従って施工しなければならな

い。

なお、裏法被覆の目地は、表法被覆の目地と一致させるものとする。

３．コンクリート打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き

打継ぎ目を設けてはならない。

４．裏法被覆の基層（裏込め）の施工

受注者は、裏法被覆の基層（裏込め）の施工にあたっては、沈下や吸出しによる

空洞の発生を防ぐため、締固め機械等を用いて施工しなければならない。

５．基礎材の施工

受注者は、基礎材の施工にあたっては、裏法面及び基礎材面に異常を発見した場

合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

２－９－２ 石積（張）工

石積（張）工の施工については、第３編 2-5-5 石積（張）工の規定による。

２－９－３ コンクリートブロック工

コンクリートブロック工の施工については、第３編 2-5-3 コンクリートブロック工の

規定による。

２－９－４ コンクリート被覆工

受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合は、法面に対して直角になるよう

に施工しなければならない。

２－９－５ 法枠工

法枠工の施工については、第３編 2-14-4 法枠工の規定による。

第10節 カルバート工
２－１０－１ 一般事項

１．一般事項（1）
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本節は、カルバート工としてプレキャストカルバート工その他これらに類する工

種について定める。

２．一般事項（2）

受注者は、カルバートの施工にあたっては、「道路土工－カルバート工指針7-1 基

本方針、道路土工要綱 2-7 排水施設の施工の規定」（日本道路協会、平成 22 年 3

月）によらなければならない。これにより難い場合は、監督職員の承諾を得なけれ

ばならない。

３．一般事項（3）

本節でいうカルバートとは、地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボックスカルバ

ート及びパイプカルバート（遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）、プレストレ

ストコンクリート管（PC管））をいうものとする。

２－１０－２ 材 料

受注者は、プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は、設計図書によるが記

載なき場合、「道路土工－カルバート工指針 4-4 使用材料、4-5 許容応力度」（日本道路

協会、平成 22 年 3 月）の規定によらなければならない。これにより難い場合は、監督

職員の承諾を得なければならない。

２－１０－３ プレキャストカルバート工

プレキャストカルバート工の施工については、第３編 2-3-25 プレキャストカルバ

ート工の規定による。

第11節 排水構造物工
２－１１－１ 一般事項

本節は、排水構造物工として作業土工（床掘り、埋戻し）、側溝工、集水桝工、管渠工、

場所打水路工その他これらに類する工種について定める。

２－１１－２ 作業土工（ 床掘り・ 埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

２－１１－３ 側溝工

受注者は、側溝及び側溝蓋の据付けにあたっては、部材に損傷や衝撃を与えないよう

にしなければならない。またワイヤー等で損傷するおそれのある部分は保護しなければ

ならない。

２－１１－４ 集水桝工

集水桝工の施工については、第３編 2-3-27 集水桝工の規定による。

２－１１－５ 管渠工

１．管渠工の施工

受注者は、管渠工の施工にあたっては、管渠の種類と埋設形式（突出型、溝型）

の関係を損なうことのないようにするとともに、基礎は支持力が均等となるように、

かつ不陸が生じないよう施工しなければならない。

２．コンクリート管 コルゲートパイプ管の施工

受注者は、コンクリート管、コルゲートパイプ管の施工にあたっては、前後の水

路のすり付けを考慮して、その施工高、方向を定めなければならない。

３．管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工

受注者は、管渠周辺の埋戻し及び盛土の施工にあたっては、管渠を損傷しないよ

うに、かつ偏心偏圧がかからないように左右均等に層状に締固めなければならない。

４．ソケット付の管の布設

受注者は、ソケット付の管を布設する時は、上流側または高い側にソケットを向

けなければならない。

５．管の据付け

受注者は、基礎工の上に通りよく管を据付けるとともに、管の下面及びカラーの
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周囲にはコンクリートまたは固練りモルタルを充填し、空隙あるいは漏水が生じな

いように施工しなければならない。

６．管の切断

受注者は、管の一部を切断する必要のある場合は、切断によって使用部分に損傷

が生じないように施工しなければならない。損傷させた場合は取換えなければなら

ない。

７．コルゲートパイプの布設

受注者は、コルゲートパイプの布設にあたり以下の事項により施工しなければな

らない。

（１）布設するコルゲートパイプの基床は、砂質土または砂とする。

（２）受注者は、コルゲートパイプの組立てについては、上流側または高い側のセク

ションを下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わ

せ部分の接合は、パイプ断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはな

らない。また、埋戻し後も可能な限りボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいる

ものがあれば締直しを行わなければならない。

（３）受注者は、コルゲートパイプの布設条件（地盤条件・出来型等）については設

計図書によるものとし、予期しない沈下のおそれがあってあげこしが必要な場合

には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。

２－１１－６ 場所打水路工

１．一般事項

場所打水路工の施工にあたっては、第１編 第３章 無筋・鉄筋コンクリートの規

定による。

２．潮待作業

受注者は、潮待作業で施工する場合には、設計図書の施工条件明示による。

なお、これにより難い場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければな

らない。

３．水中コンクリートの施工

受注者は、コンクリートの打込みは、原則として水中打込みを行ってはならない。

やむを得ず水中コンクリートで施工する場合は、設計図書に関して監督職員の承諾

を得なければならない。

４．コンクリート打込み

受注者は、コンクリート打込みにあたっては、設計図書で指定のある箇所を除き

打継目を設けてはならない。

５．水の流動防止

受注者は、コンクリート打設後、設計図書に示す期間、水の流動を防がなければ

ならない。

６．止水板の施工

受注者は、止水板を施工するにあたっては、めくれ、曲げが生じないよう設置し

なければならない。また、両側のコンクリートに均等に設置しなければならない。

第12節 付属物設置工
２－１２－１ 一般事項

本節は、付属物設置工として作業土工（床掘り、埋戻し）、銘板工、階段工その他これ

らに類する工種について定める。

２－１２－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

２－１２－３ 銘板工

受注者は、銘板及び標識板の施工にあたって、材質、大きさ、取付位置並びに諸元や

技術者等の氏名等の記載事項について、設計図書に基づき施工しなければならない。た

だし、設計図書に明示のない場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければなら

ない。また、記載する技術者等の氏名について、これにより難い場合は、監督職員と協
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議しなければならない。

２－１２－４ 階段工

階段工の施工については、第３編 2-3-19 階段工の規定による。

第13節 付帯道路工
２－１３－１ 一般事項

本節は、付帯道路工として作業土工（床掘り、埋戻し）、路側防護柵工、舗装準備工、

アスファルト舗装工、コンクリート舗装工、砂利路盤工、側溝工、集水桝工、縁石工、

区画線工その他これらに類する工種について定める。

２－１３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し）

作業土工の施工については、第３編 2-3-3 作業土工（床掘り・埋戻し）の規定による。

２－１３－３ 路側防護柵工

防護柵工の施工については、第３編 2-3-7 路側防護柵工の規定による。

２－１３－４ 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第３編 2-6-5 舗装準備工の規定による。

２－１３－５ アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第３編 2-6-7 アスファルト舗装工の規定によ

る。

２－１３－６ コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第３編 2-6-8 コンクリート舗装工の規定によ

る。

２－１３－７ 砂利路盤工

砂利路盤工の施工については、第３編 2－6－14 砂利路盤工の規定による。

２－１３－８ 側溝工

側溝工の施工については、第４編 2-11-3 側溝工の規定による。

２－１３－９ 集水桝工

集水桝工の施工については、第３編 2-3-27 集水桝工の規定による。

２－１３－１０ 縁石工

縁石工の施工については、第３編 2-3-5 縁石工の規定による。

２－１３－１１ 区画線工

区画線工の施工については、第３編 2-3-8 区画線工の規定による。

第14節 付帯道路施設工
２－１４－１ 一般事項

本節は、付帯道路施設工として境界工、道路付属物工、小型標識工その他これらに類

する工種について定める。

２－１４－２ 境界工

境界工の施工については、第５編 3-9-3 境界工の規定による。
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２－１４－３ 道路付属物工

道路付属物工の施工については、第３編 2-3-9 道路付属物工の規定による。

２－１４－４ 小型標識工

小型標識工の施工については、第３編 2-3-6 小型標識工の規定による。
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第３章 砂丘造成
第１節 適 用

３－１－１ 適用工種

本章は、海岸防災林造成工事における土工、砂丘造成、森林造成、防風林の造成、仮

設工、その他これらに類する工種について適用する。

３－１－２ 適用規定

１．土工は、第１編 第２章 土工の規定による。

２．仮設工は、第３編 第２章 第 10 節 仮設工の規定による。

３．本章に定めの無い事項については、第１編 共通編、第２編 材料編、第３編 森林土

木工事共通編による。

第２節 適用すべき諸基準
３－２－１ 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、関係基準等によらなけ

ればならない。

第３節 砂丘造成
３－３－１ 一般事項

本節は、砂丘造成として堆砂工（堆砂垣、丘頂編柵、盛土工）、覆砂工（伏工、砂草植栽）、

実幡工その他これらに類する工種について定める。

３－３－２ 堆砂工（堆砂垣、丘頂編柵）

１．受注者は、堆砂垣等の施工については、原則として主風に直角に施工し、かつ、

その頂部を水平に仕上げなければならない。

２．受注者は、遮風材の下部については、少なくとも 10～20 cm程度埋め込み、よく

突き固めなければならない。

３．受注者は、堆砂工の施工については、強風等により破壊しないように、杭建込み

後十分突固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。

４．丘頂柵工の施工については、第５編 5-11-1～3 に準ずるものとする。

３－３－３ 盛土工

１．受注者は、盛土（砂）の採取については、指定された区域全面から一様に採取し、

砂浜が後退して波浪による盛土脚部の侵食を受けないようにしなければならない。

２．受注者は、盛土のり面については、侵食防止のため粘性を有する土で被覆し、緑

化しなければならない。

３．盛土工の施工については、第１編 2-1-7 盛土工に準ずるものとする。

３－３－４ 覆砂工（伏工、砂草植栽）

１．受注者は、覆砂工（伏工、砂草植栽）は、地面を整地して、地形の変化を少なく

してから施工しなければならない。

２．伏工の施工については、第5編 5-13-1～5 に準ずるものとする。

３．受注者は、砂草植栽に当たり、原則として植栽予定地の全面に植え付けるものと

する。

４．受注者は、砂草植栽に当たっては、根の乾燥害による枯死を防止するため、湿潤

な砂地の中に根を深く埋め込まなければならない。なお、植栽後は踏み固めて、必

要に応じ伏工による被覆等、乾燥害の防止を講じなければならない。

３－３－５ 実播工

実播工の施工に当たり、第５編 5-14-1～3 に準ずるものとする。
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第４節 森林造成
３－４－１ 一般事項

本節は、森林造成として生育基盤盛土工、防風工、排水工、静砂工（静砂垣）、植栽工

その他これらに類する工種について定める。

３－４－２ 生育基盤盛土工

１．受注者は、生育基盤盛土工の施工に当たっては、施工前に施工に支障を与える地

物等を除去しなければならない。

２．受注者は、地下水位の位置や基礎地盤の状況等が設計図書に示されたものと著し

く異なることを確認した場合には、速やかに監督職員と協議しなければならない。

３．盛土材料は、指定された土質のものとする。なお、特に指定されない場合は、工

事の目的に適したものとする。

具体的には、浸水性に優れた砂質土を標準とする。

また、再生資材等を盛土材料として使用する場合は、化学性の分析を事前に行い、

植栽木や周辺環境へ与える影響が少ないことを確認したうえで使用しなければならな

い。

４．受注者は、生育基盤盛土工敷内を清掃後、設計図書に従い、各測点ごとに丁張を

設けなければならない。また、丁張を設ける場合には、所要の余盛高を考慮しなけ

ればならない。

５．受注者は、生育基盤盛土工に先立ち、盛土地盤の表面をかき起して、なじみよく

しなければならない。

６．受注者は、傾斜地盤に行う場合は、盛土の質、量、断面形状、傾斜程度等を考慮

し、適切な幅、深さを有する段切りを行い、盛土と原地盤の密着をはかり、滑動を

防止するようにしなければならない。

７．受注者は、生育基盤盛土工の表層部は植栽木の根系の発達に影響があることから、

過度締固めを行ってはならない。

造成に使用する機械は、接地圧の低い機械を使用して走行回数を極力減らさなけ

ればならない。また、盛土の層数は一層で盛ることを基本とし、柔らかく盛ること

を配慮しなければならない。

８．受注者は生育基盤盛土工ののり面は、土羽打ちを行い、所定の勾配に仕上げなけ

ればならない。

９．受注者は、のり面の侵食防止を図るための緑化工については、第３編 2-14-2 植

生工に準ずるものとする。

３－４－３ 防風工

１．受注者は、防風工の方向は、原則として主風向に直角に設けなければならない。

２．受注者は、防風工については、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分突

き固めるほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。

３．受注者は、防風工の遮風壁の間隙には、ムラが生じないよう取り付けなければな

らない。

３－４－４ 排水工

１．受注者は、海岸林に設ける排水路等の側法は、現地の土質条件に応じて、その機

能が維持される適切な勾配で施工しなければならない。

また、速やかな排水が可能となるような勾配を付して施工しなければならない。

３－４－５ 静砂工（静砂垣）

１．受注者は、静砂工（静砂垣）は、植栽予定地を垣根によって正方形等に区画し、

その一辺を原則として主風向に直角に施工し、かつ、地形に合わせて施工しなけれ

ばならない。

２．受注者は、静砂垣は、強風等により倒壊しないよう、杭建込後、十分突き固める

ほか、構成資材の緊結等を堅固に行わなければならない。
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３－４－６ 植栽工

１．植栽工については、第５編 第５章 第17節 植栽工に準ずるものとする。

第５節 防風林の造成
３－５－１ 一般事項

本節は、防風林の造成として防風柵、水路工、暗きょ工その他これらに類する工種につ

いて定める。

３－５－２ 防風柵

１．受注者は、防風壁材の取付けに当たっては、柵の間隙率（透過率）は植生の生長

を著しく左右するので、ムラの生じないよう設置しなければならない。

３－５－３ 水路工、暗渠工

１．水路工及び暗渠工の施工については、それぞれ第５編 第５章 第９節 暗渠工、第

10節 山腹水路工に準ずるものとする。

２．受注者は、防風林内に設ける水路等掘割の側のりについては、崩落が生じないよ

う土質条件に応じて処理しなければならない。
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